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長
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財
政
課
長

　
　
　
　
　
　
　
杉
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若
者
定
住
推
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産
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長
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会
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管
理
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会
計
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経
理
係
長
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野
敏
行

奥
多
摩
病
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看
護
師
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〔
昇
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宮
崎
和
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摩
病
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事
務
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昇
格
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岡
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○
課
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補
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総
務
課
課
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兼
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河
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総
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課
課
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佐
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デ
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タ
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推
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総
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課
課
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補
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昇
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森
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宏
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福
祉
保
健
課
課
長
補
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育
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推
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係
長

金
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福
祉
保
健
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課
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補
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地
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支
援
係
長

〔
昇
格
〕　
加
藤
紀
子

教
育
課
課
長
補
佐
兼
社
会
教

育
係
長
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○
係
長
職

住
民
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係
長

木
村
智
史

福
祉
保
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課
こ
ど
も
事
業
調
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係
長

　
　
　
杉
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美
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福
祉
保
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課
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係
長

〔
昇
格
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清
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大
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福
祉
保
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課
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係
長
（
公
益

社
団
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人
奥
多
摩
町
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
派
遣
）
事

務
局
長

　
　
　
　
　
　
　
天
野
成
浩

観
光
産
業
課
森
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保
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活
用

係
長
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裕
司

観
光
産
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課
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係
長
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財
団
法
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内
振
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財
団

派
遣
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岡
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境
整
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課
ク
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セ
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係

長
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峰
勝
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（
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境
整
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課
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術
担
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係
長
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向
田
敦
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（
奥
多
摩
病
院
看

護
師
長
）

役
場
職
員
の
異
動
ほ
か

【
奥
多
摩
病
院
医
師
の
異
動
】
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着
任

　４
月
１
日
付

小
林
史
典（
総
合
診
療
科
）

　
桑
原
直
孝（
総
合
診
療
科
）

○
転
任

　３
月
31
日
付

成
田
理
紗
（
内
　
　
科
）

小
林
俊
之
（
整
形
外
科
）

《
役
場
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の
異
動
》
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１
日
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係
長
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以
上

《
役
場
職
員
の
異
動
》

４
月
１
日
付*

係
長
職
以
上

カ
ッ
ト

～高齢者の総合相談窓口～

高齢者や家族のみなさんが、住み慣れた町で安心して暮らしていけるよう、支援をしています。

相談は無料、プライバシーは厳守されますのでお気軽にご相談ください。

域包括支援センター

【受付】月曜日～金曜日 【場所】保健福祉センター内（奥多摩病院隣り）

午前８時 分～午後５時 分 ※ご都合に合わせて、電話、来所、訪問による相談をお受けします。

認知症の
👈👈👈👈こちらも地域包括支援センターでおこなっております。
認知症は早めに相談することが重要です！

心配なことがあればお気軽にご相談ください。

など

相談窓口

症

〇介護保険のサービスを利用したい

〇家族の介護で悩んでいる

〇近所に心配な高齢者がいる

〇最近足腰が弱ってきた

〇最近もの忘れが心配になってきた

〇家での生活を続けられるか不安だ…

〇お金の管理や契約に自信がない…

〇地域でお茶飲み会や体操教室をやりたい

↑ホームページ

こんなときにはご相談ください
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No.844 令和 6年 4月 5日広 報 お く た ま

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　３件    　　 ６０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　０件 　　  　         ０円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　　４件    　　 ８０，０００円

合　　計　    　　７件  　   １４０，０００円

～２月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

～
令
和
６
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
～

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
４
件

発

生

し
、

被

害

総

額

は

約

２
０
０
０
万
円
で
し
た
。

【
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
】  

　
最
近
、
青
梅
警
察
署
官
内
で

は
還
付
金
詐
欺
や
サ
ポ
ー
ト
詐

欺
の
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
自
宅
の
固
定
電
話
、
携
帯
電

話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

様
々
な
状
況
で
、
詐
欺
犯
人
は

接
触
の
機
会
を
狙
っ
て
い
ま

す
。

　
電
話
を
利
用
し
た
犯
罪
被
害

を
防
止
す
る
た
め
に
大
切
な
こ

と
は
犯
人
と
通
話
し
な
い
こ
と

で
す
。

　
知
ら
な
い
電
話
に
は
出
な
い

で
下
さ
い
。

　
も
し
、
電
話
に
出
て
し
ま
っ

た
ら
、
す
ぐ
に
警
察
に
連
絡
を

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

公

売
（

動

産
、
自
動
車
、
不
動
産
な
ど
） 

を
実
施
し
ま
す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
16
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
７
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）〕
５
月
14
日
（
火
）
午

後
１
時
～
16
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
14
日
（
火
）
午
後
１
時
～

21
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

　
国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
つ
ぎ
の
３
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
加
入
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
９
８
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利

用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利

で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所

　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

関
係
機
関
情
報

ご
寄
付
ほ
か

カ
ッ
ト

20

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.844 令和 6年 4月 5日広 報 お く た ま

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　３件    　　 ６０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　０件 　　  　         ０円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　　４件    　　 ８０，０００円

合　　計　    　　７件  　   １４０，０００円

～２月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

～
令
和
６
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
～

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
４
件

発

生

し
、

被

害

総

額

は

約

２
０
０
０
万
円
で
し
た
。

【
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
】  

　
最
近
、
青
梅
警
察
署
官
内
で

は
還
付
金
詐
欺
や
サ
ポ
ー
ト
詐

欺
の
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
自
宅
の
固
定
電
話
、
携
帯
電

話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

様
々
な
状
況
で
、
詐
欺
犯
人
は

接
触
の
機
会
を
狙
っ
て
い
ま

す
。

　
電
話
を
利
用
し
た
犯
罪
被
害

を
防
止
す
る
た
め
に
大
切
な
こ

と
は
犯
人
と
通
話
し
な
い
こ
と

で
す
。

　
知
ら
な
い
電
話
に
は
出
な
い

で
下
さ
い
。

　
も
し
、
電
話
に
出
て
し
ま
っ

た
ら
、
す
ぐ
に
警
察
に
連
絡
を

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

公

売
（

動

産
、
自
動
車
、
不
動
産
な
ど
） 

を
実
施
し
ま
す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
４
月
16
日

（
火
）
午
後
１
時
～
５
月
７
日

（
火
）
午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
（
動
産
、
自

動
車
）〕
５
月
14
日
（
火
）
午

後
１
時
～
16
日
（
木
）
午
後
11

時〔
入
札
期
間
（
不
動
産
な
ど
）
〕

５
月
14
日
（
火
）
午
後
１
時
～

21
日
（
火
）
午
後
１
時

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
東
京
都
主
税
局

徴
収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
の
加
入
方
法

　
国
民
年
金
は
、
誰
も
が
加
入

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
基

本
的
に
は
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
つ
ぎ
の
３
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
加
入
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
。

〔
第
１
号
被
保
険
者
〕
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
農
業
者
、
自
営

業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
な
ど
。
加
入
手
続
き

は
、
ご
自
身
で
住
所
地
の
市
区

役
所
・
町
村
役
場
の
窓
口
で
行

い
ま
す
。

〔
第
２
号
被
保
険
者
〕
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
の
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
。
加

入
手
続
き
は
、
勤
務
先
が
行
い

ま
す
。

〔
第
３
号
被
保
険
者
〕
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
、
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者

の
方
。
加
入
手
続
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。

＊
会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第
３
号

被
保
険
者
は
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
６
９
８
０

円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利

用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て
便
利

で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
は

必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所

　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

関
係
機
関
情
報

ご
寄
付
ほ
か

カ
ッ
ト

20

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.844 令和 6年 4月 5日広 報 お く た ま

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　　３件    　　 ６０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      　０件 　　  　         ０円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　　４件    　　 ８０，０００円

合　　計　    　　７件  　   １４０，０００円

～２月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

～
令
和
６
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
～

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
４
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。
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携
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は
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を
狙
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ま
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。
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を
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し
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犯
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を
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す
る
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め
に
大
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な
こ

と
は
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と
通
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こ
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。
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は
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下
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。
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ら
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梅
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